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問題 
①Ａ及びＢが表題部所有者である所有権の登記のない不動産について，Ａの死亡によりＣが，Ｂの

死亡によりＤが，それぞれ相続人となったときは，Ｃは，単独で，Ｃ及び亡Ｂを登記名義人とす

る所有権の保存の登記を申請することができる。

②土地の登記記録の表題部にＡ及びＢが共有者として記録されている場合において，Ａの死亡によ

りＣ及びＤが，さらに，Ｃの死亡によりＥが，Ｄの死亡によりＦが，それぞれ相続人となったと

きは，Ｂ，Ｅ及びＦは，自らを名義人とする所有権保存登記を申請することができる。

③土地の登記記録の表題部に所有者として記録されたＡが財産の全部をＢに包括遺贈する旨の遺言

をして死亡した場合，Ｂは，当該土地について，自己の名義で所有権保存登記を申請することが

できる。

④表題部の共有者Ａ・Ｂから直接敷地権付きの甲区分建物を買い受けたＣが，同建物をＤに贈与し

た場合，Ｄは，自己名義の所有権の保存登記を申請することができる。

⑤Ａ所有名義の不動産が，実体上はＡ・Ｂの共有である場合において，Ａ・Ｂ間で当該不動産をＢ

が単独で所有する旨の共有物分割の協議が調ったときは，これを原因とする所有権移転登記の申

請をすることができる。

⑥Ａ及びＢを所有権の登記名義人とする甲土地について，Ａが死亡したが，相続人のあることが明

らかでないため，Ａの持分につき，Ａの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変

更の登記がされている場合において，Ｂが持分を放棄したときは，Ａの相続財産清算人は，単独

でＢからＡの相続財産法人へのＢの持分の移転の登記を申請することができる。

⑦Ａ及びＢを所有権の登記名義人とする不動産について，持分の放棄を登記原因として，Ａの持分

をＣへと移転する持分の一部移転の登記を申請することはできない。

⑧公正証書による遺言書のみで，所有権移転の登記申請の際の登記原因証明情報となる。

⑨共同相続人のうち，相続開始後に死亡した者があった場合，その者に相続人がないときは，死亡

した相続人に帰属すべき持分は，直ちに他の相続人に帰属するものとして生存相続人のみで相続

の登記を申請することができる。

⑩Ａ・Ｂ共有（Ａ持分５分の３，Ｂ持分５分の２）の土地について，甲を抵当権者とする抵当権設

定の登記がされている場合に，Ａの持分を５分の１，Ｂの持分を５の４とする更正の登記の申請

をするには，甲の承諾書を申請書に添付することを要する。
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⑪Ａの債権者Ｘの代位により相続によるＡ・Ｂ共有名義の所有権の移転の登記がされた後に，これ

を錯誤を原因としてＢ単独所有名義に更正する登記を申請する場合，Ｘの承諾書を添付すること

を要する。

⑫甲が単独で丙から譲り受けたのに，誤って甲，乙共有名義でなされた所有権移転登記について，

乙及び丙を登記義務者，甲を登記権利者とし，錯誤を登記原因として，甲の単独所有名義とする

更正の登記を申請することができる。

⑬買戻しの特約の仮登記の申請は，所有権移転の仮登記の申請と同時にすることを要しない。

⑭農地の買戻しにつき，その意思表示が約定買戻期間内にされた場合には，農地法第３条の許可が

約定買戻期間経過後にされたときでも，同許可書を添付して買戻しによる所有権移転登記の申請

をすることができる。

⑮買戻しの特約の付記登記がされている所有権の移転の登記が解除を原因として抹消された場合，

当該買戻しの特約の登記は，登記官の職権により抹消される。

⑯清算中の会社は，自己の所有する不動産を目的とする第三者の債務のための抵当権設定契約を原

因として，抵当権の設定の登記を申請することはできない。

⑰債務者が将来特定の土地を取得することを前提として当該土地を目的とする抵当権設定契約を締

結した場合において，債務者がその後当該土地を取得したときは，当該抵当権設定契約の日を登

記原因の日付とする抵当権設定登記を申請することができる。

⑱所有権保存登記のされた建物について，その登記記録の表題部に記録された建築年月日より前の

日をもって締結された抵当権設定契約を原因とする抵当権設定登記を申請することができる。

⑲抵当権の設定契約後に債権額の一部が弁済された場合に，当初の抵当権設定契約書に弁済額を証

する書面を綴り合わせたものを登記原因証明情報とし，現存する債権額を債権額としてする抵当

権設定登記の申請は，認められない。

⑳Ａが所有権の登記名義人である甲土地について，Ａを債務者とする抵当権が設定されている場合

において，Ａの債務をＢが引き受けたときは，登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債

務者を変更する登記の申請に際して，Ａの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない。 

㉑甲が第１順位，乙が第２順位，丙が第３順位で登記された抵当権を有する場合において，丙の抵

当権の債権額が甲の抵当権の債権額よりも少ないときは，甲及び丙は，丙が第１順位，乙が第２

順位，甲が第３順位とする変更の登記を申請することができる。 
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㉒敷地権の目的が甲土地の所有権のみであるＡ所有の敷地権付き区分建物について，順位１番と順

位２番でそれぞれ登記された各抵当権間の順位の変更の登記の登録免許税は金4,000円である。 

 

 

㉓債務者をＡとする抵当権設定登記がされている場合に，錯誤を原因として，債務者をＢとする抵

当権の更正の登記の申請をすることはできない。 

 

 

㉔順位２番抵当権のために順位譲渡の登記がされている順位１番抵当権の抹消登記の申請書には，

２番抵当権の登記名義人の承諾書を添付することを要しない。 

 

 

㉕抵当権者が売買によりその抵当権の目的である不動産の所有権を取得した場合において，混同を

原因として抵当権の登記を抹消するときは，登記権利者と登記義務者が同一人であっても，登記

義務者の権利に関する登記識別情報を提供して申請しなければならない。 
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